
  

小学４～６年生（３０人程度）とその保護者  

小学生のみの参加可  
※裁判員制度について，裁判官による説明があります。  

保護者の方も，ぜひご一緒にご参加ください。 

お電話またはＦＡＸでお申し込みください。 

裏面がＦＡＸの申し込み用紙になっております。  

申込は先着順です。申込期間は 

１２月１４日（金）から１２月２７日（木）まで 
（なお，定員になり次第締め切りとさせていただきます。）  

札幌地方裁判所事務局総務課広報係  

ＴＥＬ ０１１－３５０－４８０３ 
（平日  午前８：３０～午後５：００）  

ＦＡＸ ０１１－２７１－０６４８ 
（２４時間受付）  

申   込   方   法  

申 込 先  

対 象 者 

●日時  平成３１年１月８日（火） 
      午後１：３０～午後４：００（予定）  

●場所  札幌地方裁判所（大通西１１丁目） 

１０ｔｈ 
2019.5.21 

2009.5.21 

皆さまのおかげで１０周年。  

・  乙姫は有罪？無罪？   

              みんなで模擬裁判を体験して，考えてみよう！ 

・   裁判官になりきって判決を言い渡そう！ 

・ 法廷の中で記念撮影ができるよ！ 

裁判官が着ている黒い服を試着してみよう！  

・   

来年５月に１０周年を迎える裁判員制度について，親子で学んでみませんか？  

 
内 容 

資料５



札幌地方裁判所のＷＥＢサイト（抜粋） 資料６

１０周年特設ページ
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10th

札幌市営地下鉄
窓枠ステッカー
182×220

あなたも、裁判員裁判への参加をお願いします！選ばれたときは…

裁判員制度は20歳以上で選挙権のある方なら、
原則として誰でも裁判員に選ばれる可能性があります。 ※「裁判員等経験者に対するアンケート」より

※ 裁判員制度は、今年の5月21日で10周年を迎えます
※ 詳しくはウェブサイトをご覧ください 札幌地裁　裁判員　10周年 で検索

お問合せ先 ： 札幌地方裁判所事務局総務課　札幌市中央区大通西11丁目   ☎ 011-350-4803

他人事と思っていた
裁判や犯罪について
身近に考えるように
なった。 経験した

９割以上の方が
〝良い経験〟だったと
感じています。

裁判所
ナビゲーター
さいたん
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